
生駒市条例第９号 

生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成１９年３月２８日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市職員の退職手当に関する条例（昭和４７年１０月生駒市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

第２条の２第２項中「から第５条まで」を「及び第６条の５」に、「及び」を

「並びに」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（一般の退職手当） 

第２条の３ 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第５条の３まで及び

第６条から第６条の３までの規定により計算した退職手当の基本額に、第６条

の４の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 

 第３条の見出しを「（自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額）」

に改め、同条第１項中「第５条第１項若しくは第２項」を「第５条」に、「退職

手当の額」を「退職手当の基本額」に改め、同項第２号中「２０年」を「１５年

」に改め、同項第３号中「２１年以上２４年」を「１６年以上２０年」に、「１

００分の１２０」を「１００分の１６０」に改め、同項に次の３号を加える。 

(4) ２１年以上２５年以下の期間については、１年につき１００分の２００ 

(5) ２６年以上３０年以下の期間については、１年につき１００分の１６０ 

(6) ３１年以上の期間については、１年につき１００分の１２０ 

 第３条第２項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「掲げる割合」

を「定める割合」に改め、同項第１号中「５年」を「１０年」に改め、同項第２

号中「６年以上１０年」を「１１年以上１５年」に、「１００分の７５」を「１



００分の８０」に改め、同項第３号中「１１年」を「１６年」に、「１００分の

８０」を「１００分の９０」に改める。 

第４条の見出しを「（１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の場合の退職

手当の基本額）」に改め、同条第１項中「２５年以上勤続して退職した者（次条

第１項又は第２項の規定に該当する者を除く｡)及び２０年」を「１１年」に、「

退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改め、「給料月額」の次に「（以下「

退職日給料月額」という｡)」を加え、同項第２号中「２０年」を「１５年」に改

め、同項第３号中「２１年以上３０年」を「１６年以上２４年」に、「１００分

の１５０」を「１００分の２００」に改め、同項第４号を削り、同条第２項中「

２０年」を「１１年」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改める。 

第５条の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に改め、同条第１項中

「退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額」を「退職手当の基本額

は、退職日給料月額」に改め、同項第２号中「２０年」を「２５年」に改め、同

項第３号中「２１年以上３０年」を「２６年以上３４年」に改め、同項第４号中

「３１年」を「３５年」に、「１００分の１５０」を「１００分の１０５」に改

め、同条第２項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改め、同条第３項

から第５項までを削る。 

第５条の２の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に改め、同条中「

前条第１項の規定に該当する者」を「第５条第１項に規定する者」に、「同項の

規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給

料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当する年数１年につき１００分の２を乗じて得た額の合

計額」とする」を「同項及び前条第１項の規定の適用については、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に

読み替えるものとする」に改め、同条に次の表を加える。 



 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第５条第１項 退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給料月額に退

職の日において定められているその者に

係る定年と退職の日におけるその者の年

齢との差に相当する年数１年につき１０

０分の２を乗じて得た額の合計額 

第５条の２第１項 及び特定減額前給料月 並びに特定減額前給料月額及び特定減額 

第１号 額 前給料月額に退職の日において定められ

ているその者に係る定年と退職の日にお

けるその者の年齢との差に相当する年数

１年につき１００分の２を乗じて得た額

の合計額 

第５条の２第１項

第２号 

退職日給料月額に、 退職日給料月額及び退職日給料月額に退

職の日において定められているその者に

係る定年と退職の日におけるその者の年

齢との差に相当する年数１年につき１０

０分の２を乗じて得た額の合計額に、 

第５条の２第１項

第２号イ 

前号に掲げる額 その者が特定減額前給料月額に係る減額

日のうち最も遅い日の前日に現に退職し

た理由と同一の理由により退職したもの

とし、かつ、その者の同日までの勤続期

間及び特定減額前給料月額を基礎とし

て、前３条の規定により計算した場合の

退職手当の基本額に相当する額 

 

第５条の４を第５条の５とし、第５条の３を第５条の４とし、第５条の２を第

５条の３とし、第５条の次に次の１条を加える。 

 （給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合

の退職手当の基本額に係る特例） 

第５条の２ 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定（給料月額の

改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改

定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ｡)以外の理由に

よりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じ

た日（以下「減額日」という｡)における当該理由により減額されなかったもの

とした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの（以下「特定減額前給料月



額」という｡)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当

の基本額は、前３条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。 

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現

に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日

までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前３条の規定により

計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 

(2) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合

を乗じて得た額 

ア その者に対する退職手当の基本額が前３条の規定により計算した額であ

るものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対す

る割合 

イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合 

２ 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職（第８条第３項又は第１３

条の規定に該当するものを除く｡)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間

に該当するもの（当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けた

こと又は第７条第５項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したこと

により退職手当（これに相当する給与を含む｡)の支給を受けたことがある場合

におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第８条第１項各号に掲げ

る者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場

合における当該退職の日以前の期間（これらの退職の日に職員又は第７条第５

項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間

）を除く｡)をいう。 

(1) 職員としての引き続いた在職期間 

(2) 第７条第５項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むもの

とされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間 



(3) 前２号に掲げる期間に準ずるものとして市長が定める在職期間 

第６条の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に改め、同条中「第５

条の２」を「第５条」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「、職

員の退職の日における給料月額」を「退職日給料月額」に改め、同条の次に次の

４条を加える。 

第６条の２ 第５条の２第１項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各

号に掲げる同項第２号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超え

るときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当

の基本額とする。 

(1) ６０以上 特定減額前給料月額に６０を乗じて得た額 

(2) ６０未満 特定減額前給料月額に第５条の２第１項第２号イに掲げる割

合を乗じて得た額及び退職日給料月額に６０から当該割合を控除した割合を

乗じて得た額の合計額 

第６条の３ 第５条の３に規定する者に対する前２条の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第３条から第５条まで 第５条の３の規定により読み替えて適用

する第５条 

第６条 

退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給料月額に退

職の日において定められているその者に

係る定年と退職の日におけるその者の年 

 齢との差に相当する年数１年につき１０

０分の２を乗じて得た額の合計額 

 

これらの 第５条の３の規定により読み替えて適用

する第５条の 

第５条の２第１項の 第５条の３の規定により読み替えて適用

する第５条の２第１項の 

第６条の２ 

同項第２号イ 第５条の３の規定により読み替えて適用

する同項第２号イ 



同項の 同条の規定により読み替えて適用する同

項の 

第６条の２第１号 特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定減額前給料

月額に退職の日において定められている

その者に係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数１年に

つき１００分の２を乗じて得た額の合計 

  額 

特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定減額前給料

月額に退職の日において定められている

その者に係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数１年に

つき１００分の２を乗じて得た額の合計

額 

第５条の２第１項第２

号イ 

第５条の３の規定により読み替えて適用

する第５条の２第１項第２号イ 

及び退職日給料月額 並びに退職日給料月額及び退職日給料月

額に退職の日において定められているそ

の者に係る定年と退職の日におけるその

者の年齢との差に相当する年数１年につ

き１００分の２を乗じて得た額の合計額 

第６条の２第２号 

当該割合 当該第５条の３の規定により読み替えて

適用する同号イに掲げる割合 
 

（退職手当の調整額） 

第６条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間（

第５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ｡)の初日の属する

月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月（地方公務員法第２

７条及び第２８条の規定による休職（公務上の傷病による休職、通勤による傷

病による休職及び職員の分限に関する条例（昭和２７年１月生駒市条例第６号

）第１条の２の規定による休職を除く｡)、同法第２９条の規定による停職その

他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある

月（現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等

」という｡)のうち市長が定めるものを除く｡)ごとに当該各月にその者が属して

いた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額（以下「調整月



額」という｡)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第１

順位から第６０順位までの調整月額（当該各月の月数が６０月に満たない場合

には、当該各月の調整月額）を合計した額とする。 

(1) 第１号区分 ５０，０００円 

(2) 第２号区分 ４５，８５０円 

(3) 第３号区分 ４１，７００円 

(4) 第４号区分 ３３，３５０円 

(5) 第５号区分 ２５，０００円 

(6) 第６号区分 ２０，８５０円 

(7) 第７号区分 １６，７００円 

(8) 第８号区分 ０ 

２ 退職した者の基礎在職期間に第５条の２第２項第２号及び第３号に掲げる期

間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、市長が定

めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。 

３ 第１項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その

他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、市長が定め

る。 

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該各号に定める額とする。 

(1) 退職した者でその勤続期間が２４年以下のもの（次号に掲げる者を除

く｡) 第１項第１号から第６号まで又は第８号に掲げる職員の区分にあって

は当該各号に定める額、同項第７号に掲げる職員の区分にあっては０とし

て、同項の規定を適用して計算した額 

(2) 退職した者でその勤続期間が４年以下のもの及び第３条第２項に規定す

る傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でそ



の勤続期間が１０年以上２４年以下のもの 前号の規定により計算した額の

２分の１に相当する額 

５ 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場

合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当

の調整額の計算に関し必要な事項は、市長が定める。 

（一般の退職手当の額に係る特例） 

第６条の５ 第５条第１項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに

対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定め

る割合を乗じて得た額に満たないときは、第２条の３、第５条、第５条の２及

び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とす

る。 

(1) 勤続期間１年未満の者 １００分の２７０ 

(2) 勤続期間１年以上２年未満の者 １００分の３６０ 

(3) 勤続期間２年以上３年未満の者 １００分の４５０ 

(4) 勤続期間３年以上の者 １００分の５４０ 

２ 前項の「基本給月額」とは、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭

和３２年７月生駒市条例第２３号）の規定による給料表が適用される職員につ

いては、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、こ

の基本給月額に準じて市長が定める額とする。 

 第７条第４項中「地方公務員法第２７条及び第２８条の規定による休職（公務

上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員の分限に関する条例（

昭和２７年１月生駒市条例第６号）第１条の２の規定による休職を除く｡)、同法

第２９条の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事す

ることを要しない期間のある月（現実に職務に従事することを要する日のあった

月を除く｡)」を「休職月等」に、「同法第５５条の２第１項ただし書」を「地方



公務員法第５５条の２第１項ただし書」に改め、同条第７項中「第４条」を「第

４条第１項」に、「規定による退職手当」を「規定により退職手当の基本額」に

改め、同条第８項中「第５条第３項又は第１０条の規定による」を「前条又は第

１０条の規定により」に改め、同条第９項中「規定による」を「規定により」に

改める。 

 第８条第１項中「支給しない」を「、支給しない」に改め、同条中第２項を第

３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 一般の退職手当のうち、第６条の４の規定により計算した退職手当の調整額

に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。 

(1) 第３条第１項及び第５条の２の規定により計算した退職手当の基本額が

０である者並びに第３条第２項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の

都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が９年以下のもの 

(2) その者の非違により退職した者（前項各号に掲げる者を除く｡)で市長が

定めるもの 

第１２条第３項中「在職期間（その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。

次条及び第１２条の３第１項において同じ｡)」を「基礎在職期間」に改める。 

第１２条の２第１項及び第５項並びに第１２条の３第１項中「在職期間」を「

基礎在職期間」に改める。 

附則第１４項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第５条の２」

を「第５条の３」に改める。 

附則第１５項中「第４条」を「第３条第１項」に、「退職手当の額」を「退職

手当の基本額」に改める。 

附則第１６項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

17 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定（平成１８年３月３１日



以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く｡)によりその者

の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額

が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することと

する条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額に

は、当該差額を含まないものとする。ただし、第６条の５第２項に規定する生

駒市の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員

に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係

る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして市長が定めるものにつ

いては、この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成１９年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 職員が新制度適用職員（職員であって、その者がこの条例の施行の日（

以下「施行日」という｡)以後に退職することによりこの条例による改正後の生

駒市職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」という｡)の規定による退職

手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ｡)として退職した場合にお

いて、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職した

ものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基

礎として、この条例による改正前の生駒市職員の退職手当に関する条例（以下

「旧条例」という｡)第３条から第５条の２まで、第６条及び附則第１４項から

第１６項まで、附則第７条の規定による改正前の生駒市職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例（昭和５９年４月生駒市条例第６号。以下この条

及び次条において「昭和５９年条例第６号」という｡)附則第３項から第５項ま

で並びに附則第８条の規定による改正前の生駒市職員の退職手当に関する条例



等の一部を改正する条例（平成１６年３月生駒市条例第５号。以下この条及び

次条において「平成１６年条例第５号」という｡)附則第１２項の規定により計

算した退職手当の額が、新条例第２条の３から第５条の３まで、第６条から第

６条の５まで及び附則第３項から第５項まで、附則第４条、附則第５条、附則

第７条の規定による改正後の昭和５９年条例第６号附則第３項から第５項まで

並びに附則第８条の規定による改正後の平成１６年条例第５号附則第１２項の

規定により計算した退職手当の額（以下「新条例等退職手当額」という｡)より

も多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給

すべきこれらの規定による退職手当の額とする。 

２ 職員のうち新条例第７条第５項及び第６項並びに第７条の４第１項から第３

項までの規定により新条例第５条の２第２項第２号及び第３号に規定する期間

が新条例第７条第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる

者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含

まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該

退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職し

たものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」と

あるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるの

は「給料月額に相当する額として市長が定める額」とする。 

第３条 職員が施行日以後平成２１年３月３１日までの間に新制度適用職員とし

て退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施

行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第３

条から第５条の２まで、第６条及び附則第１４項から第１６項まで、附則第７

条の規定による改正前の昭和５９年条例第６号附則第３項から第５項まで並び

に附則第８条の規定による改正前の平成１６年条例第５号附則第１２項の規定

により計算した退職手当の額（以下「旧条例等退職手当額」という｡)よりも多



いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲

げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者

に支給すべき退職手当の額とする。 

(1) 退職した者でその勤続期間が２５年以上のもの 次に掲げる額のうちい

ずれか少ない額（その少ない額が１０万円を超える場合には、１０万円） 

ア 新条例第６条の４の規定により計算した退職手当の調整額の１００分の

５に相当する額 

イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額 

(2) 施行日に退職した者でその勤続期間が２４年以下のもの 次に掲げる額

のうちいずれか少ない額（その少ない額が１００万円を超える場合には、１

００万円） 

ア 新条例第６条の４の規定により計算した退職手当の調整額の１００分の

７０に相当する額 

イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額 

(3) 平成１９年４月１日以後平成２１年３月３１日までの間に退職した者で

その勤続期間が２４年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額（

その少ない額が５０万円を超える場合には、５０万円） 

ア 新条例第６条の４の規定により計算した退職手当の調整額の１００分の

３０に相当する額 

イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額 

２ 前条第２項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該

退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けて

いた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として市長が

定める額」とする。 

第４条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第５条の２の規



定の適用については、同条第１項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職

期間（生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成１９年

３月生駒市条例第  号）附則第２条第１項に規定する施行日以後の期間に限

る｡)」とする。 

第５条 新条例第６条の４の規定により退職手当の調整額を計算する場合におい

て、基礎在職期間の初日が平成８年４月１日前である者に対する同条の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第１項 その者の基礎在職期間

（ 

平成８年４月１日以後のその者の基礎在

職期間（ 

第２項 基礎在職期間 平成８年４月１日以後の基礎在職期間 
 

第６条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置

は、市長が定める。 

 （生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第７条 生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和５９年

４月生駒市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「（傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に

係る退職手当に関する部分を除く｡)」を削り、「退職手当の額」を「退職手当

の基本額」に、「第５条の２」を「第５条の３」に改める。 

附則第４項中「第４条（」を「第３条第１項（」に、「退職手当の額」を「

退職手当の基本額」に、「第４条及び」を「第３条第１項及び第５条の２並び

に」に改める。 

附則第５項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「及び第５条の

２」を「から第５条の３まで」に改める。 

 （生駒市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 



第８条 生駒市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（平成１６

年３月生駒市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１２項中「第４条」を「第３条第１項」に、「退職手当の額」を「退

職手当の基本額」に、「同条」を「同項」に改める。 

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例

の一部改正） 

第９条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する

条例（平成１１年３月生駒市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項を次のように改める。 

２ 一般の派遣職員に関する退職手当条例第６条の４第１項及び第７条第４項

の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第６条の４第１項に

規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみ

なす。 

 （公益法人等への生駒市職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第１０条 公益法人等への生駒市職員の派遣等に関する条例（平成１４年３月生

駒市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「昇給期間」を「昇給の号給数」に改める。 

第７条第１項中「第７条第４項」を「第６条の４第１項」に改め、同条第２

項を次のように改める。 

２ 派遣職員に関する退職手当条例第６条の４第１項及び第７条第４項の規定

の適用については、職員派遣の期間（育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）に規定する育

児休業の期間を除く｡)は、退職手当条例第６条の４第１項に規定する現実に

職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。 

  第１６条中「昇給期間」を「昇給の号給数」に改める。 



第１７条中「第７条第４項」を「第６条の４第１項」に改める。 

 （生駒市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１１条 生駒市職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月生駒市条例第１

号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「第７条第４項」を「第６条の４第１項及び第７条第４項」に、「

同項」を「第６条の４第１項」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 育児休業をした期間（当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月

までの期間に限る｡)についての生駒市職員の退職手当に関する条例第７条第

４項の規定の適用については、同項中「その月数の２分の１に相当する月数

」とあるのは、「その月数の３分の１に相当する月数」とする。 


